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第 6章　がん対策の推進に当たって必要な事項

̶がんにならないために̶

̶自分らしく豊かに過ごすために̶
がんになっても

̶早く見つけるために̶

̶しっかり治すために̶

県民の役割

1　がん患者を含めた県民等の役割

2　関係者等の意見の把握

がん対策の推進に当たって必要な事項第6章
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第 6章　がん対策の推進に当たって必要な事項

受診機会の提供者
（市町，事業主）

【主体】
市町（努力義務）
※対象は全ての市・町民

【主体】
職域（事業主）
※義務はない。がん対策
基本法一部改正により
事業主の責務としてがん
対策に協力するよう努める
ことが明記された。

※H28職域実態調査結果より

【がん検診実施率】 【正社員受診率】
・正社員 301 人以上の企業
  正社員：77.0％
  その家族：43.7％

・正社員 301 人以上の企業
  胃：70.9％
  肺：90.0％
  大腸：76.6％
  子宮頸：39.1％
  乳：47.0％

・正社員 50人未満の企業
  胃：80.1％
  肺：95.9％
  大腸：83.2％
  子宮頸：59.6％
  乳：63.4％

・正社員 50人未満の企業
  正社員：54.4％
  その家族：18.5％

被扶養者への実施率が低い

【対象】
市町国保加入者以外
で検診を受けていない者
※原則，市町がフォローすべき

（検診対象の約7割，
被扶養者はうち約2割）

【対象】
自社の社員，家族

職域の検診を受診しない人
は市町の検診を受診

【対象】
市町国保の加入者等
※市町から100％案内あり

【課題】
市町（首長及び職員）
の意識が低い

効果的な個別勧奨が
できていない

社員・家族に対して，
受診機会を提供して
いる

社員・家族に対して，
受診機会を提供して
いない

【課題】
・職域の女性がんの
  受診率が低い

【課題】
事業主の意識が低い

【課題】〔中小企業〕
全国健康保険協会
（協会けんぽ）との
連携ができていない

中間指標a－2

【課題】
地域で受診案内が
されていない者の
情報を市町が把握
していない

職域のがん検診対象者
に対するがん検診実施
の促進

中間指標a－3

論点②

【課題】
大企業に比べ中小企業
のがん検診実施率が
低い

中間指標a－4

事業主に実施義務が
ない（30％）
※複数回答可（以下同じ）

特に理由はない
（25.4％）

がん検診の費用が
負担である（25.4％）

受診を希望する社員
がいない（8.2％）

【
実
施
し
な
い
理
由
】

職域で事業主から案内
がなく，かつ，市町からも
案内がない人がいる

市町には前例踏襲で，
積極的にやり方を変え
ようとしない

（検診対象の約3割）

３　目標の達成状況の把握及び施策等の見直し

４　がん対策推進計画の見直し
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